
新河岸川通線 計画線
全 区 間 廃 止

『都市計画道路 新河岸川通線位置図』

新河岸川通線

根岸台地区（用途地域変更）
赤池橋～県道朝霞蕨線交差点

市道６号線道路境界から２５ｍを

第一種住居地域に変更

田島地区（用途地域変更）
県道朝霞蕨線～県道ふじみ野朝霞線

交差点付近

県道朝霞蕨線道路境界から２５ｍを

第一種住居地域に変更

宮戸地区（用途地域・高度変更）

第一種住居地域から

第一種低層住居専用地域に変更

建築物の高さの最高限度１０ｍに変更
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